
 

別表（第５条、第１４条、第２５条関係） 

 

認証保育所運営費等補助交付額 

項

目  
基 準 額  補助対象経費  

１  

 

運 

営 

費  

ア 基本額 

  毎月初日の在籍児童数に、以下の単価を乗じて得た金額とす

る。ただし、4 月から翌年の 3 月までは、冷暖房費として当該単

価に 100 円を加算した単価とする。 

 

（単位：円） 

   年齢 

定員 
0 歳児 1～2 歳児 3 歳児 4 歳児以上 

40 人まで 166,400 119,920 84,780 80,250 

41～50 人 131,740 85,260 50,290 45,770 

51～60 人 126,040 79,560 44,740 40,220 

61～70 人 122,050 75,570 40,790 36,260 

71～80 人 119,130 72,650 37,800 33,270 

81～90 人 116,750 70,270 35,620 31,100 

91～100 人 112,830 66,350 31,650 27,130 

101～110 人 111,510 65,030 30,350 25,820 

111～120 人 110,360 63,880 29,200 24,670 

 

イ 三歳児配置改善加算 

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、三歳児に係る

保育従事職員を 20 人につき 1 人から、15 人につき 1 人に改善し

た場合に、当該月の初日の在籍三歳児童数に、3,900 円を乗じて

得た金額を加算する。 

配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象と

する。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくな

った日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合

しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象

外とする。 

 

認証保育所の

運営に要する

経費  

 

  



 

項

目  
基準額 補助対象経費  

１  

 

運

営

費  

ウ 減価償却費加算 

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数に

以下の金額を乗じて得た金額を加算する。 

①  認証保育所の用に供する建物が自己所有であること（注

1）。 

② 建物を整備又は取得する際に、建設経費又は購入経費を負

担していること。 

③ 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を

受けていないこと。（注 2） 

④ 賃借料加算の対象となっていないこと。 

（注 1）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ

面積が施設全体の延べ面積の 50％以上であること。 

（注 2）施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整

備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当す

る改修等を行った場合には、上記③に該当することとし

て差し支えない。 

１．老朽化等を理由として改修等が必要であったと区長が認

める場合 

２．当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 

３．一施設当たりの改修等に要した費用（円）を 2,000 で除

して得た値が、建物全体の延べ面積（㎡）に 2 を乗じて得

た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が 1,000

万円以上であること。 

（単位：円） 

  定員 

 

 

年齢 

40 人

まで 

41～

50 人  

51～

60 人 

61～

70 人 

71～

80 人 

81～

90 人  

91～

100

人 

101～

110

人 

111～

120

人 

0 歳児 

3,900  2,150 1,800 1,550 1,750 1,550 1,400 1,500 1,400 
1～2 歳児 

3 歳児 

4 歳児以上  
 

認証保育所の

運営に要する

経費  

 

  



 

項

目  
基準額 補助対象経費  

１  

 

運

営

費  

エ 賃借料加算 

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数に

以下の金額を乗じて得た金額を加算する。 

① 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること（注）。 

② 上記①の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 

③ 本要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でな

いこと。 

④ 減価償却費加算の対象となっていないこと。 

（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面

積が施設全体の延べ面積の 50％以上であること。 

（単位：円）  

  定員 

 

 

年齢 

40 人

まで 

41～

50 人  

51～

60 人 

61～

70 人 

71～

80 人 

81～

90 人  

91～

100

人 

101～

110

人 

111～

120

人 

0 歳児 

8,800   4,900 4,050 3,550 3,950 3,550 3,100 3,400 3,100 
1～2 歳児 

3 歳児 

4 歳児以上  
 

認証保育所の

運営に要する

経費  

 

  



 

項

目  
基準額 補助対象経費  

１  

 

運

営

費  

オ 技能・経験に着目した加算  

以下の職層区分に応じた職員１人当たり単価に、職層区分に応じ

た加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た

金額を加算する。  

（単位：円）  

職層区分  

（注１）  

職員１人当たり単価

（注２）  

加算額の算定に  

用いる職員数  

（注３）  

賃金改善実施月数 

第３職層  

（専門リーダー等） 
24,430 人数Ａ  

月数  
第４職層  

（職務分野別リーダー等） 
3,050 人数Ｂ  

 

（注１）職層区分は、４職層以上からなり、第１職層の職員は施設

長、第２職層の職員は施設長以外の管理職、第３職層の職

員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を

複数もつスタッフ職（専門リーダー等）、第４職層の職員は

少なくとも１つの分野に専門性をもつ職員（職務分野別リ

ーダー等）と定義する。  

（注２）当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。  

（注３）人数Ａ及び人数Ｂは、以下の年齢別配置基準による職員数

の合計に、定員４０人以下の場合は４．２、定員４１人～

９０人の場合は５．２、定員９１人～１２０人の場合は

５．０を加えた人数を基礎とし、人数Ａについては１ /３、

人数Ｂについては１ /５を乗じて得た人数とする。  

 

年齢別配置基準による職員数  

｛４歳以上児×１ /３０（小数点第２位以下切り捨て）｝＋｛３歳児数

×１ /２０（同）｝＋｛１，２歳児数×１ /６（同）｝＋｛０歳児数×１ /３

（同）｝（小数点第１位以下四捨五入）  

ただし、三歳児配置改善加算を受けている場合は以下により算出さ

れた数とする。｛４歳以上児×１ /３０（小数点第２位以下切り捨

て）｝＋｛３歳児数×１ /１５（同）｝＋｛１，２歳児数×１ /６（同）｝

＋｛０歳児数×１ /３（同）｝（小数点第１位以下四捨五入）  

※年齢別児童数は、当該年度４月時点又は各月平均の年齢別児童数と

する。  

賃金改善に要

する経費  

 



 

項

目  
基準額 補助対象経費  

２  

 

開  

設  

準  

備  

経  

費  

<改修経費> 

（1）認証保育所を開設するために必要な改修経費の 8 分の 7 の額 

（2）認証保育所の定員を拡充するために必要な改修経費の 8 分の

7 の額 

(1)及び(2)の限度額は、Ａ型 1 施設当たり 52,500 千円とする。 

※ 千円未満は切り捨てる。 

 
設計委託費 

工事費 

<開設準備期間施設賃借経費> 

認証保育所Ａ型の開設前の施設賃借に要する経費 

 

(１)対象期間 

施設を開設するまでの 6 か月間を限度とする。 

(２)補助金額 

1 か月当たり 1,500 千円を上限として補助する。 

※1 千円未満は切り捨てる。 

※2 礼金、権利金等は除く。 

 
開設前賃料 

共益費  

 

  



 

項

目  
基準額 補助対象経費  

３  

 

賃  

借  

料  

経  

費  

<賃借料経費> 

 開設後５年目までの認証保育所の開設後の施設賃借に要する経費 

（１）補助要件 

   以下の①～④までの要件全てに該当すること 

① 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること（注）。 

② 上記①の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 

③ 本要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でない

こと。 

④ 本要綱に規定する減価償却費加算の対象となっていないこ 

 と。 

（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積

が施設全体の延べ面積の 50％以上であること。 

（２）補助基準額 

  ア 開設後３年目まで 

    1 施設当たり、20,000 千円とする。 

  イ 開設後４・５年目 

    1 施設当たり、10,000 千円とする。 

（３）補助率 

   ７/８ 

（４）補助金額 

   建物賃借料に係る設置者の実支出額から寄附金、本要綱に規

定する賃借料加算その他の収入額を差し引いた額と補助基準額

とを比較していずれか少ない額を選定し、補助率を乗じて得た

額とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じ

た場合には、これを切り捨てるものとする。 

開設後賃料 

 

  



 

別記（第７条、第１６条、第１７条、第２７条、第２８条）  

 

                補 助 条 件 

 

１ 事情変更による決定の取消し 

補助金の交付決定後に、認証保育所を廃止若しくは休止したとき又は認証の取消しが  

あったときは、この決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 

２ 財産の管理義務 

補助金の交付を受けたものは、その補助金により取得し、又は効用の増加した財産に  

ついては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな  

ければならない。 

 

３ 財産処分の制限 

補助金の交付を受けたものは、その補助金により取得し、又は効用の増加した不動産  

及び従物並びに価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、「補助金等により  

取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年７月１１日厚生労働省  

告示第３８４号）に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の  

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

 

４ 財産処分に伴う収入の納付 

区長の承認を受けて３に定める財産を処分することにより収入があった場合には、そ  

の収入の全部又は一部を区に納付させることがある。 

 

５ 開設準備経費補助金の返還 

開設準備経費補助金の交付を受けた者は、開設後５年未満に事業を廃止した場合は、  

４の定めにかかわらず補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、  

この返還額と開設準備経費にかかる４の納付額の合計額は、補助金交付額を上回らない  

こととする。 

1 年未満 
1 年以上 

2 年未満 

2 年以上 

3 年未満 

3 年以上 

4 年未満 

4 年以上 

5 年未満 

50％ 40％ 30％ 20％ 10％ 

 

６ 消費税仕入控除税額の取扱い 

⑴ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければ

ならない。なお、設置者等が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所

等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等（以下

この号において「本部等」という。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場

合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、区長に報



 

告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。 

 ⑵ 設置者等が、⑴に付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を区

長に返還させることがある。 

 

 


